
 

 

 

 

 

  
 

 
「真実の声」を運営していた元役員（書記）のＰＣを調査した結果、『20181214 支

部ｍｔ』と題した資料が保存されていました。 

その中で、「地位保全仮処分命令申立」の“20181130 第 4 回期日”の内容について、

本部を訴えている弁護士と「真実の声」を運営していた元役員（書記）がやり取りをし

た内容をまとめ、［※この情報は地本１，３，４，５と支部執行委員長のみ伝えてある］と記

載されていました。組合では１＝委員長、３＝書記長、４＝組織部長、５＝業務部長を

指します。その地本役職員と支部執行委員長が知っていたということなのでしょうか? 

2019 年 9 月 24 日の全地本委員長会議で、当時書記長であった現委員長に聞いたと

ころ、内容について伝えられているが裁判には関わっていないと発言しています。 
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本部が訴えられて係争中にも関わら

ず、訴えている側の弁護士から情報を

得て、支部ミーティングの前にすでに

東京地本内に情報が伝えてあったとい

うのです！何のためにこの情報を地本

全体で共有化していたのでしょうか？ 
 

ＪＲ東労組 組織部報 
～１２地本の信頼を破壊する者達を許さない～ 
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新生ＪＲ東労組を強化・拡大する立場に立とう!! 

本部が訴えられている内容が 

で

ＪＲ東労組 
吉川前委員長ら 

地位保全仮処分申立 

元役員（書記） 外部弁護士 内通？ 

東京地本 

・支部ミーティング 

・地本１、３、４、５ 

・支部委員長 


